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通　報 大ト協第２８８号
令 和３年１２月

各 　 　 　 位

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　中　川　才　助

「過積載」運行の防止について 

（ご協力お願い） 
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荷主勧告には至らないものの、
違反行為に対し、荷主の関与は認められる。

実運送事業者の違反行為が主として荷主の行為に起因するものであり、
かつ、実運送事業者への処分のみでは再発防止が困難であると認められる。

過積載運行は大きな社会問題です！過積載運行は大きな社会問題です！
「過積載運行」「過労運転」は、輸送の安全の確保、輸送秩序の確立を期するうえから、道路交通法、貨物自動車運送事業法等で禁
止されています。しかし、「過積載運行」については依然として後を絶たず、大きな社会問題となっています。
貨物を引き渡されるときは、過積載とならないようトラックの検査証に記載の最大積載量（特殊車両通行許可を受けている場合は、
許可証に記載されている総重量）の遵守をお願いします。
過積載運行につきましては、道路交通法等で禁止され、過積載となることを知りながら貨物を受渡ししますと、荷主の皆様にも刑事
責任が科せられることとなっております。

荷主の皆様へ荷 様荷主の皆様
車両総重量、軸重、許可証等の制限値を超える車両を運行することは、違法行為となります。
荷主企業が指示するなど主体的な関与が認められた場合、

運賃・料金制度への正しいご理解とご協力を！運賃・料金制度への正しいご理解とご協力を！運賃 料金制度 解 協力
各運送事業者が国土交通大臣に届出た運賃・料金を不当に低く抑えることは、結果として「過積載運行」を誘発することになり、ひ
いては重大事故に結びつくこともあります。また、トラック運送事業は、運送取引の公正化・利益保護の観点から独占禁止法に基づき、
「特殊指定」を受けました。加えて、下請法が改正され、運送に関する役務提供委託において、下請代金の減額・買いたたき等について
の禁止項目が示されました。違反されますと独占禁止法・下請法に基づく勧告など排除措置等が講じられることになります。
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「貨物の適切な積載にご理解とご協力を！」

罰則強化 下命、容認違反は事業停止 7日間罰則強化 下命、容認違反は事業停止 7日間
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「荷主勧告」が発動され、荷主名が公表されます。
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